
平成24年度高知県経営支援融資制度要綱 

１ 目的 

県内の小規模事業者、及び経営環境の変化等により経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の事業の維持安

定に必要な資金の確保の円滑化を図るとともに、職場環境の整備等に努める県内中小企業者に対する支援を行うこと

により、経営の安定と産業振興に努める。 

 

２ 特別小口融資 

(1) 貸付対象者 

県内において１年以上引き続き同一の指定事業を営む小規模企業者であって、次のいずれにも該当する者（た

だし、個人事業者に限る。） 

ア 源泉徴収による所得税以外の所得税、事業税又は県民税若しくは市町村民税の所得割（地方税法（昭和25年

法律第 226 号）の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、県民税又

は市町村民税の所得割の税額がなくなった者である場合は均等割）のいずれかについて、申込みの日以前１年間

において納期（延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。）が到来した税額がある者であって、か

つ、当該税額（延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合は、これらに係る期限が当該申込みの日の翌日

以降に到来するものを除く。）を完納している者 

イ 特別小口保険（中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第３条の３）を利用した既存借入残高と今回

申込み金額の合計額が1,250万円（中小企業信用保険法第２条第４項に定める「特定中小企業者」は2,500万円）

を超えない者 

ウ 特別小口保険以外の保険を利用した既存借入れがない者 

 (2) 貸付条件等 

ア 無担保・無保証人とする。 

イ 当融資の既存の借入分（併存している場合は、そのうち借換えを行うもの全て）の償還金額及び償還月数がそ

れぞれ借入額及び約定償還月数の３分の１以上経過している場合に、全額償還を条件に、当融資で借換えを行う

ことができる。 

ウ 借換えを行う場合のその他の条件は、７(2)イ及びウを準用する。  

 

３ 小規模企業融資 

(1) 貸付対象者 

県内において指定事業を営む小規模企業者 

(2) 貸付条件等 

ア 当融資の既存の借入分（併存している場合は、そのうち借換えを行うもの全て）の償還金額及び償還月数がそ

れぞれ借入額及び約定償還月数の３分の１以上経過している場合に、全額償還を条件に、当融資で借換えを行う

ことができる。 

イ 借換えを行う場合のその他の条件は、７(2)イ及びウを準用する。  

 

４ 小口零細企業融資 

(1) 貸付対象者 

県内において指定事業を営む小規模企業者であって、既存の協会の保証付借入残高(根保証においては借入極度

額)と今回申込金額の合計額が1,250万円を超えない者 

(2) 貸付条件等 

ア 個人は無担保・無保証人、法人は無担保・代表者1名保証とする。 

イ 当融資の既存の借入分（併存している場合は、そのうち借換えを行うもの全て）の償還金額及び償還月数



がそれぞれ借入額及び約定償還月数の３分の１以上経過している場合に、全額償還を条件として、当融資で

借換えを行うことができる。 

ウ 借換えを行う場合のその他の条件は、７(2)イ及びウを準用する。  

 

５ 経済変動対策融資 

(1) 貸付対象者 

県内において指定事業を営む中小企業者であって、次のいずれかに該当する者 

ア 中小企業信用保険法第２条第４項に定める「特定中小企業者」 

イ 最近３月間の売上高等（売上高、販売数量、完成工事高及び受注残高（建設業に限る。）をいう。以下同じ。）

が前年同期に比して３パーセント以上減少している者 

ウ 最近３月間又は直近期の決算における営業利益又は経常利益が前年同期に比して３パーセント以上減少してい

る者 

エ 最近３月間又は直近期の決算における売上総利益率又は営業利益率が前年同期に比して３パーセント以上減少

している者 

オ 再生手続開始申立等事業者（破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立て、その

他手形交換所における取引停止処分等の事由が生じた者をいう。以下同じ。）におおむね50万円以上の債権額を

有する者又は再生手続開始申立等事業者との取引額が総取引額のおおむね10パーセント以上である者 

カ 売上原価のおおむね20パーセント以上を占める主要原材料又は燃料の仕入価格が前年同期に比して20パーセ

ント以上上昇しており、かつ最近3月間の平均売上高に占める主要原材料又は燃料の平均仕入価格の割合が、前

年同期の平均売上高に占める主要原材料又は燃料の平均仕入価格の割合を上回っている者 

 (2) 貸付条件等 

ア 当融資の既存の借入分（併存している場合は、そのうち借換えを行うもの全て）の償還金額及び償還月数がそ

れぞれ借入額及び約定償還月数の３分の１以上経過している場合に、全額償還を条件に当融資で借換えを行うこ

とができる。 

イ 借換えを行う場合のその他の条件は、７(2)イ及びウを準用する。  

 

６ 安心実現のための高知県緊急融資 

(1) 貸付対象者 

県内において指定事業を営む中小企業者 

 (2) 貸付条件等 

ア 当融資で、安心実現のための高知県緊急融資、平成 23 年度安心実現のための高知県緊急融資及び協会の責任

共有対象外の保証付借入金の借換えを行うことができる。ただし、高知県中小企業等融資制度のうち、季節融資

を除く。 

また、責任共有対象の借入金から責任共有対象への借換えはできない。 

イ 借換えを行う場合のその他の条件は、７(2)イ及びウを準用する。  

ウ 資金使途は、新分野進出及び事業転換に必要な設備資金及び運転資金も含む。 

 

７ 借換え融資 

(1) 貸付対象者 

県内において指定事業を営む中小企業者であって、次のいずれかに該当し、経営改善計画に基づき、借換えによ

る資金繰りの緩和等により財務体質の改善が図られる者 

ア 中小企業信用保険法第２条第４項に定める「特定中小企業者」 

イ 最近３月間の売上高等が前年同期に比して３パーセント以上減少している者 



ウ 最近３月間又は直近期の決算における営業利益又は経常利益が前年同期に比して３パーセント以上減少してい

る者 

エ 最近３月間又は直近期の決算における売上総利益率又は営業利益率が前年同期に比して３パーセント以上減少

している者 

オ 再生手続開始申立等事業者におおむね 50 万円以上の債権額を有する者又は再生手続開始申立等事業者との取

引額が総取引額のおおむね10パーセント以上である者 

カ 売上原価のおおむね20パーセント以上を占める主要原材料又は燃料の仕入価格が前年同期に比して20パーセ

ント以上上昇しており、かつ最近3月間の平均売上高に占める主要原材料又は燃料の平均仕入価格の割合が、前

年同期の平均売上高に占める主要原材料又は燃料の平均仕入価格の割合を上回っている者 

キ 自然災害により事業用資産に直接被害を受け、当該資産の存する市町村の罹災証明を受けた者 

 (2) 貸付条件等 

ア 借換えの対象は、協会の保証付借入金とし、全額償還を条件とする。ただし、高知県中小企業等融資制度のう

ち、流動資産担保融資、下請経営安定融資、季節融資を除く。 

イ 借換えは、既存借入先と同一の金融機関で取り扱う。ただし、協会及び既存借入先の金融機関が特に認めた場

合は、既存借入先以外の金融機関で取り扱うことができる。 

ウ 協会の保証制度等の種別によっては、当融資の対象とならない場合がある。  

エ 既存借入金の借換えと併せて、経営改善計画の取組に必要な運転資金も対象とする。 

  オ 借入希望者は、経営改善計画書（別記様式 ２－１及び２－２）を作成しなければならない。なお、(1)のキに

該当する者は、借入申込みに際し、被災した事業用資産の存する市町村の罹災証明書（別記様式 11－１）及び

所要額積算資料（別記様式 11－２）を添付することとする。 

 

８ 流動資産担保融資 

(1) 貸付対象者 

県内において指定事業を営む中小企業者であって、次のいずれかに該当する者 

ア 事業者に対する売掛債権(売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診察報酬債権その他の報酬債権又は工

事請負代金債権)を有する者 

  イ 棚卸資産(原材料及び材料、仕掛品、製品、商品等)を有する者(法人事業者に限る。) 

(2) 貸付条件等 

ア 保証は、根保証又は個別保証とする。 

イ 貸付は、根保証の場合当座貸越とし、個別保証の場合手形貸付とする。 

ウ 担保は、根保証の場合申込人の有する売掛債権及び棚卸資産のみを徴求し、個別保証の場合申込人の有する売

掛債権のみを徴求する。また、法人代表者を除く保証人は徴求しない。 

エ 個々の貸付額は、下記に定める額(売掛債権及び棚卸資産の双方を担保とする場合はその合計額) を超えてはな

らない。 

(ｱ) 売掛債権を担保とする場合は、返済引当とする売掛債権額に、下記に定める割合の第三債務者ごとの掛目（パ

ーセント）を乗じた額。ただし、役務の提供等が完了する前の未発生債権を返済引当とする場合は、返済引

当とする未発生債権額（前払金、中間金等役務の提供等が完了する前に支払われるものがある場合は、その

額を控除した額。以下同じ。）を申込人と第三債務者との間における売掛債権の発生原因となる契約の締結日

（以下「契約締結日」という。）から役務の提供等が完了すると見込まれる日までの間に相当する月数（月単

位未満切上）で除した額に契約締結日から借入申込日までの間に相当する月数（月単位未満切捨。ただし、

１月未満の場合は１月とする。）を乗じた額又は返済引当とする未発生債権額に２分の１を乗じた額に下記に

定める割合を上限とした第三債務者ごとの掛目（パーセント）を乗じた額。 

 



 一般企業 

（Ａ） 

店頭、新興市場上場

有配企業（Ｂ） 

官公庁、上場有配企

業（Ｃ） 

異議を留めない承諾（注１） ８０％ ９０％ １００％ 

通知（注２） ７５％ ８５％ ９５％ 

留保（注３） ７０％ ８０％ ９０％ 

（注１）民法第４６８条の規定に基づく「異議を留めない承諾」又は化体手形 

（注２）①登記事項証明書を添付した通知又は②民法第４６７条の規定による確定日付のある「通知」若しく

は上記（注１）以外の承諾 

（注３）上記（注２）①の留保 

（注４）「有配」とは、保証決定時（若しくは期間延長時）直前期末の株主配当を実施していることをいう。 

（注５）協会及び取扱金融機関が特に認めた場合は、第三債務者が（Ａ）又は（Ｂ）に該当する場合において

も、（Ｃ）の掛目を適用することができる。 

(ｲ) 棚卸資産を担保とする場合は、当該棚卸資産の簿価に３０％の掛け目を乗じた額。ただし、第三者の客観的

評価が得られた場合等協会及び取扱金融機関が特に認めた場合は、当該棚卸資産の簿価に７０パーセントの

掛け目を乗じた額。 

オ 根保証の場合、通算して３年までは保証期間を更新することを妨げないが、協会所定の手続によらなければな

らない。 

カ 返済については、次のとおりとする。 

(ｱ) 当座貸越の場合は、約定返済又は随時返済とする。ただし、約定返済の場合は 3月に1回以上、随時返済の

場合1年に1回以上の返済があることとする。 

(ｲ) 手形貸付の場合は、返済引当とした売掛債権の支払期日に一括して返済する。ただし、複数口の売掛債権を

返済引当として一本の手形貸付とした場合は、個々の売掛債権の支払期日が到来する都度返済できる。 

キ アからカまでに掲げるもののほか、当融資にかかる手続については、協会の定めるところによる。 

 

９ 下請経営安定融資 

(1) 貸付対象者 

県内において指定事業を営む中小企業者であって、センターに登録している者（センターの発行する登録証明書

を要する。） 

(2) 貸付条件等 

ア 当融資は、手形割引枠の設定であり、割引対象手形は、親事業者からの下請代金に係る受取手形に限る。 

イ 割引期間は、180日以内とする。 

 

10 季節融資 

県内において指定事業を営む中小企業者であって、従業員が50人以下の者 

 

 


